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中国税務速報 

2023年 1 月 20日 

1. [財政部 税務総局公告 2022年第 34号】個人年金に関する個人所得税政策の公告 

税務システムの「放管服」(行政のスリム化と権限委譲、監督管理能力の強化と権限委譲との両立、行政

サービスの最適化)改革をさらに深化させ、基礎的な徴税管理活動を規範化し、変更登記・省間移転などを

連携して税務サービス最適化のために、国家税務総局は関連事項を以下のとおり公布しました。 

一.変更届出プロセスの簡略化 

1.届出情報が自動的に変更される。2023年 4月 1日以降、納税者は市場監督管理部門において法に基づき

変更届出を行えば、税務機関に当該変更情報を届け出る必要はない。各省、自治区、直轄市等の税務機関

（以下、各省税務機関と略称する。）は市場監督管理部門が共有する変更登録情報に基づいて、金税三期コ

ア徴収管理システム（以下、徴収管理システムと略称する。）で自動的に同期化され変更される。異常また

は異常による税務抹消状態にある納税者が届出情報を変更する場合、徴収管理システムは正常な状態に戻る

場合、自動的に変更することになっている。 

2.自動的に通知リマインドする。納税者の登録変更に関連する通知については、税務機関は電子税務局を

通じて納税者に通知する。また関連のフォローアップ事項について、徴収管理システムが自動的に税務担当

者へのリマインダーを通知する。 

3.届出済の登録情報の変更を実施する。2023年 4月 1日までに市場監督管理部門で変更登録を行い、税務

部門で登録情報を変更していない納税者については、各省税務機関が市場監督管理部門の共有情報に基づい

て分類し、数回に分けて届出情報の変更を完了する。 

二.省間移転に関する税務サービスプロセスの最適化 

1.転出プロセスの最適化。納税者が他の省に移転する場合、市場監督管理部門に住所変更登記を行った後、

転出地の主管税務機関に「省（市）間の移転に関する税務事項報告表」を記入・報告する必要がある。すで

に発票と税金統制設備を返上し、税金・費用・延滞金・罰金及びその他の未処理税務関連事項が存在しない

納税者に対して、税務機関は『省（市）間の移転税収徴収管理情報確認表』を発行し、納税者に転入先にお

いて継続的に享受する関連資格及び権益などの情報を通知し、規定された期限内納税申告義務を履行するこ

とを通知する。納税者が確認した後、税務機関は即時に転出手続を行い、関連情報を転入先の税務機関に通

知する。 

2.転入プロセスの最適化。転入先の主管税務機関は納税者情報を受け取った後、1 営業日以内に主管税務

課の割り当て、税（費）目の認定を完了し、期限内に転入先に納税申告を行うことを納税者に通知しなけれ

ばならない。 

3.関連事項を明確にする。納税者の以下情報は転入先に引き継ぐ：納税者の基礎情報、財務会計制度の届

出情報、税務担当者実名の収集、増値税一般納税者の資格、増値税発票種類の査定、増値税専用発票発行金

額の最高限度額、増値税の即時徴収即納資格、輸出還付（免除）の届出、すでに発生した納税信用評価など

の情報。納税者が移転する前に源泉徴収した税金は、転入先で引き続き規定に基づいて納付することができ

る。企業所得税、個人所得税をまだ補填していない損失は、転入先で引き続き規定に基づいて補填すること

ができる。控除されていない仕入増値税額は、転入先で引き続き規定に基づいて控除することができ、「増

値税一般納税者仕入税額移転書」の発行を申請する必要はない。 

三.税源管理職責の最適化。地方の税務当局は、地方の税源の特性に応じて階層的な管理責任を最適化し、

重要分野である主要グループの税収のリスク分析などの複雑な問題は省・市レベルに向上させる。すでに省、

市の税務機関が管理する複雑な税務関連事項は、原則として下級税務機関に通知して処理しないものとする。 

四、市場監督管理部門との届出業務の連携を強化する。各省税務機関は市場監督管理部門が共有する届出

抹消・営業許可証の取り消し・設立届出の取り消しに関する情報に基づいて、コア徴収管理システムで自動

的にデータ標識を行う。市場監督管理部門での登録抹消を経て、税務部門で税務抹消手続きを行っていない

正常な状態にある納税者に対して、主管税務機関は税務抹消を適時に行うことを通知しなければならず、期

限を過ぎても処理しない場合は、市場監督管理部門に法律に基づいて処理するよう要請することができる。
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市場監督管理部門で登録抹消されたが、2019年 5月 1日以前に世帯登録抹消状況が異常である納税者につい

ては、主管税務機関は直接税務取消を行うことができる。 

五.本通知は 2023 年 4 月 1 日から実施され、実施の過程で重大な問題が発生した場合、直ちに税務総局

（徴収管理科技司）に報告するものとする。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5183506/content.html 

 


